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調査の対象となるのは、一定の統計的な方法により無作為に抽出された法人です。会社
以外の法人も対象になります。

調査は法人単位ですので、本社・本店の他に、支店、工場、店舗、営業所などがあると
きは、その分も含めた法人全体について記入してください。

平成１８年 法人土地基本調査・法人建物調査 予備調査 調査票の記入について

国土交通省

土地基本調査（法人土地基本調査・法人建物調査）は、我が国の法人の土地の所有・利

用状況について、総合的に調査するもので、５年毎（平成５年、10年、15年）に実施され
ています。

この調査によってつくられる統計は、土地に関する様々な計画や施策の推進のための基

礎資料として利用されています。

次回調査は、平成20年に予定しており、今回は予備調査として、20年の調査を円滑に実
施するためのさまざまな基礎資料を得るために実施するものです。

調査票に記入された内容は、統計法第14条によって秘密が保護されます。従って、統計
目的以外に使用されることは決してありませんので、ありのままを記入してください。

■法人ごとに記入してください。

所有する土地や建物の有無にかかわらず記入して頂く欄がありますので、土地や建物を
所有していない法人も調査に回答してください。

■土地・建物をお持ちでない場合も、ご記入して頂く欄があります。

①法人格を持たない場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・事由：法人格なし

②調査日前日（平成17年12月31日）以前に、
清算手続きを完了した場合・・・・・・事由：清算完了

③調査日前日（平成17年12月31日）以前に、
合併して法人がなくなった場合・・・・事由：合併

④１法人に対し、複数の調査票が届いた場合
（該当しない調査票を返送）・・・・・事由：重複

下記に該当する場合には、本調査の対象とはなりません。

その場合、届いた調査票の右上に「対象外」と明記し、併せてその事由を記載の上、同
封した返信用封筒にて返送願います。

■調査対象外の場合もあります。その場合にはその旨を明記してご返送願います。

この調査は平成18年1月1日現在の状況をご記入ください。

調査票に記入する数字は、算用数字を使って、小数点以下の数値は四捨五入し、整数で
記入します。記入すべき事項がない欄は何も記入しないでください。

平成18年11月30日までに着くように投函してください。

ご提出の際には、封筒等にも必ず連絡先をご記入ください（同封の返信用封筒でご提出
頂く場合は、裏面に連絡先記入欄があります）。

■以下の点にご留意下さい。

参考２
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■法人土地基本調査予備調査は２種類、法人建物調査予備調査は１種類の調査票があります。

本調査の調査票は、法人土地基本調査予備調査では２種類（調査票Ａ、調査票Ｂ）、法
人建物調査予備調査では１種類があります。
法人土地基本調査予備調査の調査票Ａは、調査対象であるすべての法人に共通の調査票
です。
法人土地基本調査予備調査の調査票Ｂは、電気業、ガス業、国内電気通信業・国際電気
通信業、放送業、鉄道業を営む法人、及び道路用地を多く所有していると推測される法
人にのみ封入してあります。大部分の法人は調査票Ａのみの記入となります。
上記に該当しないにもかかわらず調査票Ｂが送付された場合には、調査票Ｂの右上に
「対象外」と明記の上、返送してください。
調査票Ｂを提出頂く際には、調査票Ａにも「Ⅰ 貴法人について」、「Ⅱ 土地の所有
状況について」及び調査票Ｂに該当しない土地についてご回答漏れがないことを確認し
てください。なお、調査票Ｂに記入する土地は、調査票Ａに記入しないでください。
法人建物調査予備調査の調査票は、調査対象であるすべての法人に共通の調査票です。

■ご記入の負担を軽減するため、あらかじめプリントしてある項目もあります（20，21頁をご
参照下さい） 。

■「電子調査票」による提出もご利用頂けます。
1. 送付した調査票（紙の調査票）による提出

送付した調査票に記入の上、同封した返信用封筒に入れて投函してください。

記入に当たっては、黒の鉛筆又はボールペンで記入するものとします。誤記入

の場合には、誤った箇所を消しゴムで消すか、二重線で訂正し、正しい回答を

記入してください。

2. 電子調査票による提出

今回調査から、電子調査票による提出も可能となります。

これは、Adobe® Reader®（7.0.7以降）で書き込み可能な、暗号化された調査票

ファイル（電子調査票）を利用するものです。

電子調査票の利用に際しては、上記Adobe® Reader®（7.0.7以降）が稼動するパ

ソコン環境のほか、調査票の提出等を電子メールで行うための環境が必要とな

ります。

電子調査票を利用するには、まず、電子調査票のダウンロードが必要です。ダ

ウンロードに際しては、紙の調査票をお手許に置いた上で、国土交通省の土地

基本調査ホームページ（http://tochi2.mlit.go.jp/kihon/tochi18/denshi）に

アクセスしてください。

ホームページ上で、電子調査票の請求を行って頂いた上で、翌日以降、同ホー

ムページからダウンロードして頂く作業が必要となります。あらかじめご承知

置きください。

電子調査票は、電子メールでご提出して頂きます（情報の漏洩対策のため、暗

号化されています）。

電子調査票を利用した場合には、電子メールでの提出後、送付した紙の調査票

（法人土地基本調査予備調査、法人建物調査予備調査）の右上部に「電子調査

票提出」と朱書きで記入し、その他の欄は空欄のまま、同封した返信用封筒に

入れて投函してください。

ご記入の負担を少しでも軽減するため、あらかじめプリントしてある項目があります。
調査票の発送時に、法人名称や所在地、業種をあらかじめプリントしてありますが、誤
り・変更がある場合は訂正してください。
また、平成15年に実施した「法人土地基本調査」及び「法人建物調査」で調査対象と
なっていた法人については、その回答をあらかじめプリントしてある場合もあります。
この場合も、現状と照らし合わせ、誤り・変更がある場合、必ず訂正してください。
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お送りした調査票に書き切れない場合又は調査票を汚してしまった場合は、追加の調査

票をお送りしますので、必要部数を確認の上、下記の問い合わせ先まで追加の調査票を

請求してください。その際、法人土地基本調査 予備調査 調査票Ａ第1面の「1 法人

の名称」欄にあらかじめプリントされている法人番号（最初の7ケタの数字）をお知らせ

ください。

また、追加の調査票が実際の使用よりも余った場合又は汚れた場合には、不用になった

調査票の右上に「不用（残部等）」と明記の上、返送してください。

■調査票が不足した場合は請求してください。

（フリガナ）

1234567- 12345678901-B0-131-123456#

１ 法人の名称
名称が異なっている場合は訂正してください

「法人土地基本調査 予備調査 調査票Ａ」第1面
Ⅰ 貴法人について

法人番号

■特例として、調査票以外の形態での提出も認めています。

非常に多くの件数の土地・建物を所有し、調査票の記入負担が膨大になると思われる法

人につきましては、必要な調査事項が全て記録されたFD、MO、CD-R等の電磁的記録媒体、

もしくはそのプリントアウトによって回答を提出頂いてもかまいません。

その際、例えば、法人土地基本調査予備調査では土地の記入単位（「宅地など」では

「一区画ごと」、「他者への販売を目的として所有する土地」（棚卸資産）、「農地・

林地」では「市区町村ごと」）が一致しているなどの調査事項の網羅性とともに、デー

タのレイアウトもあらかじめ指定した仕様に従っていることが条件となります。

データレイアウト等の仕様については、国土交通省の土地基本調査ホームページ

（http://tochi2.mlit.go.jp/kihon/tochi18/tokurei）からダウンロードすることも可

能です。

なお、提出されたデータの中に、調査事項以外のものが含まれていても、差し支えあり

ません。また、この場合、調査事項以外の項目を集計などに使用することは一切ありま

せん。

提出に際し、電磁的記録媒体の内容（電子ファイル）をメールで送付することは、情報

の秘密保持の点からお受けできません。必ず、FD，MO、CD-R等のメディア、又はコン

ピュータにより打ち出した書面を郵送で提出してください。

その際、（紙の）調査票Ａの連絡先欄、Ⅰ欄、Ⅱ欄については、通常通り記入した上で、

調査票１ページの右上に「FD提出」「MO提出」「CD-R提出」等の旨を朱書きで明記し、

上記媒体と併せて提出してください。

ご提出頂いたFD等の返却は行いません。また、提出後の管理は調査票に準ずるものとし、

廃棄も同様と致します。

問い合わせ先

都県名 課名まで
住所 〒
電話
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〔すべての法人〕

調査はこれで終わりです。

法人建物調査 予備調査 調査票
第1～3面「Ⅱ 所有している建物について」

のⅡ-(1)～Ⅱ-(3)を記入
（14～19頁を参照して記入してください）

建物を所有
している

建物を所有
していない

【法人土地基本調査 予備調査 調査票Ｂが同封されている法人】
法人土地基本調査 予備調査 調査票Ｂ 第1面「法人の名称」を記入

（12～13頁を参照して記入してください）

建物を所有
していない

建物を所有
している

土地を所有している 土地を所有していない

法人土地基本調査 予備調査 調査票A 第1面
「連絡先」・「Ⅰ 貴法人について」・「Ⅱ 土地の所有状況について」の８を記入

（6～7頁を参照して記入してください）

【調査票Ｂが同封されている法人】
法人土地基本調査 予備調査 調査票Ｂ

第1面以降を記入
（12～13頁を参照して記入してください）

法人土地基本調査 予備調査 調査票A
第1面「Ⅱ 土地の所有状況について」の９
第2～3面「Ⅲ 貴法人が所有する土地について」

のⅢ-(1)～Ⅲ-(3)を記入
（7～11頁を参照して記入してください）

法人建物調査 予備調査 調査票 第1面
「連絡先」・「Ⅰ 貴法人について」を記入
（14～15頁を参照して記入してください）

■記入の流れ
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6～19頁に調査票の記入例がありますので、よく読んで記入してください。

（前回の回答が予め記入されている方は20，21頁もご覧下さい。）

また、 22～25頁に土地・建物の所有面積の記入例、

26～29頁に業種分類表、

30～33頁に土地・建物の利用現況分類表がありますので、

併せてご利用下さい。














